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○

 

９月９日の連立政権合意において、「障害者
自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、
利用者の応能負担を基本とする総合的な制度
をつくることとされている。

○

 

今後、障害者の方々や事業者など現場の
方々をはじめ、様々な関係者の御意見などを
十分に聞きながら、検討を進めていく。

○

 

なお、新しい制度ができるまでの間は、来年
度予算概算要求において、利用者負担を軽減
することを事項要求している。

【障害者保健福祉について】

中央障害者施策推進協議会

第６回(H21.12.11) 資料３



連立政権合意等

（2009年9月9日

 

民主党、社会民主党、国民新党
「連立政権樹立に当たっての政策合意」より）

26．「障害者自立支援法」を廃止して、障が

 

い者福祉制度を抜本的に見直す

【政策目的】
○障がい者等が当たり前に地域で暮らし、

 

地域の一員としてともに生活できる社会

 

をつくる。

【具体策】
○「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の

 

谷間」がなく、サービスの利用者負担を

 

応能負担とする障がい者総合福祉法（仮

 

称）を制定する。

○わが国の障がい者施策を総合的かつ集

 

中的に改革し、「国連障害者権利条約」

 

の批准に必要な国内法の整備を行うた

 

めに、内閣に「障がい者制度改革推進本

 

部」を設置する。

【所要額】
400億円程度

再建２

 

>>いのち

 

セーフティネットを充実

５．障がい者福祉

○基本的な生活、働く場にも利用料を課

 

す「障害者自立支援法」を廃止し、支援費制

 

度の応能負担の仕組みに戻します。医療と

 

福祉を区分し、両面から障がい者の生活を

 

支えます。精神通院公費、更生医療・育成

 

医療を復活して重くなった自己負担を軽減

 

します。

○谷間の障がい者、難病者をカバーする

 

総合的な「障害者福祉法」を制定します。

○国際的な水準による「障がいの定義」を

 

確立します。「国連障害者の権利条約」にも

 

とづいて障がい者の所得保障、働く場や生

 

活の場など基幹的な社会資源の拡充、就労

 

支援策の強化などを行います。

連立政権合意

民主党マニフェスト

 

（抜粋）

社民党マニフェスト

 

（抜粋）

２

○

 

「障害者自立支援法」は廃止し、「制度の谷間」がなく、利用

者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくる。



（主な新規要求事項）
１．子ども手当の創設等

 

２１,２７９億円
２．年金記録問題への対応

 

１,７７９億円
３．雇用保険制度の見直し

 

２,６８１億円

※

 

以上のほか、以下の事項については、年末までの予算

 

編成過程において検討
（事項要求）
①

 

生活保護の母子加算の復活、児童扶養手当の父子

 

家庭への支給
②

 

保育所待機児童等の解消
③

 

診療報酬改定
④

 

高齢者医療制度の保険料の上昇を抑制する措置等
⑤

 

新型インフルエンザへの万全の対応
⑥

 

がん対策の拡充
⑦

 

肝炎対策の拡充
⑧

 

障害者自立支援法廃止に関して利用者負担を軽減
⑨

 

緊急雇用対策
⑩

 

協会けんぽ国庫負担割合の引上げ
⑪

 

年金国庫負担の繰延べ等の返済

平成22年度予算概算要求について（H21.10.15（木）発表）

（関係部分を抜粋）
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